
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
診療に影響を受けていらっしゃる先生方へ 《第７弾》

◆第三次補正予算

「感染拡大防止等支援事業 医療提供体制確保支援補助金」

★お問い合わせ、ご相談などございましたら山田宏事務所宛にご連絡ください。

参議院議員 山田宏事務所 電話：03-6550-1205
FAX ：03-6551-1205

メール：k.niira@yamadahiroshi.com
担当：新良（にいら）

令和３年２月４日作成
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主だったものをまとめました。
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感染拡大防止等の支援 概要
＊国による直接執行

医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等に要する費用を補助す
ることにより、それぞれの機能・規模に応じた地域の役割分担の下で、
院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するこ
とができる体制の確保を図る。

＊目 的

＊交付対象 院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関。

＊対象経費
（詳細：P3へ）

令和２年１２月１５日から令和３年３月３１日までにかか

る新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制
確保等に要する費用。

＊補助基準額
（上限額）

２５万円 （無床診療所（医科・歯科））

＊申請書の提出
（詳細：P4・5へ）

令和３年２月４日～２月２８日（当日消印有効）
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対象経費について

令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策
や診療体制確保等に要する費用

(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

※二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」対象
経費と同じです。

Q:HEPA フィルターの付いて
いない空気清浄機や、

医療用でない一般用の空気
清浄機の購入費用も、補助
の対象になる？

A:HEPAフィルターの有無や、医

療用か一般用かどうかで補助対
象の適否の別を設けることなく、
幅広く補助の対象となり得ます。
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申請手続 ①
国が直接交付を行う事業となっているため、申請先は国（厚生労働大臣）となります。

＊申請書様式のダウンロード（申請書記載例も掲載）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html

【申請する経費の支出が全て終わっている場合】
➀交付申請書（第５号様式） ➁申請書の別紙 ③厚生労働省への請求書

（以上は上記HPからダウンロードしてください。）
④（「診療・検査医療機関（仮称）」の場合のみ）

「診療・検査医療機関（仮称）」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類
（都道府県の指定通知書等）
⑤申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの（写し）

＊必要書類

【申請する経費の支出が終わっていない場合】
①交付申請書（第３号様式） ②申請書の別紙 ③厚生労働省への請求書

（以上は上記HPからダウンロードしてください。）
④（「診療・検査医療機関（仮称）」の場合のみ）

「診療・検査医療機関（仮称）」として都道府県から指定を受けたことを証明する書
類（都道府県の指定通知書等）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html
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申請手続 ②
＊申請書等の提出

住所：〒119-0397 銀座郵便局留
宛先: 厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・

医療提供体制確保支援補助金担当宛
郵送してください。

＊提出期限 令和３年２月２８日（当日消印有効）

令和２年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関等への対応は令和３年度
に実施予定です。（今回の執行期間が短いため令和３年度に繰り越しすべく調整中）

＊申請に関する相談等連絡先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:０１２０－３３６－９３３（平日9:30～18:00）

申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能。
概算で申請した場合、事業終了後に実績報告が必要となるため、
領収書等の証拠書類を保管しておいてください。
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感染拡大防止等の支援 Q&A
Q： 対象期間中であれば、複数回の申請が可能ですか？

A: 申請は各施設で１回のみです。

Q： 振り込まれるまで何日程度かかりますか？

A: 申請書の受付から振込までは、申請書に不備がない場合、おおむね１か月程度を
見込んでいます。

Q:補助の対象となる機器・備品１台の購入価格に上限はありますか？

A: 補助の対象となる機器・備品１台の購入価格に上限は定めていません。

Q: 一法人に付きでしょうか？一診療所に付きでしょうか？
（法人でいくつか診療所を持っているのですが、診療所毎に申請できますか？）

A: ２次補正と同様に、法人ごとではなく、診療所ごとになります。

Q: 対象となる物品で「リモート診療用のPC」は認められるの？

A: 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制
確保等に要する費用について、幅広く対象となり「リモート診療用のPC」も対象となります。


